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近
年
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
カ

ス
ハ
ラ
）
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

カ
ス
ハ
ラ
は
顧
客
か
ら
の
過
度
な
迷
惑
行
為

（
暴
行
、
脅
迫
、
ひ
ど
い
暴
言
、
著
し
く
不

当
な
要
求
等
）
を
指
し
ま
す
が
、
放
置
し
て

お
く
と
職
場
の
モ
ラ
ー
ル
低
下
や
最
悪
の
場

合
は
社
員
の
休
職
・
退
職
に
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
国
も
、
各
企
業
に
カ
ス

ハ
ラ
対
策
を
義
務
付
け
る
改
正
法
の
年
内
施

行
を
目
指
す
意
向
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
会
社
と
し
て
い
ま
す
ぐ
検
討
す
る

べ
き
「
カ
ス
ハ
ラ
対
策
」
を
ア
ド
バ
イ
ス
し

ま
す
。

　
近
年
、「
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」（
以

下
、「
カ
ス
ハ
ラ
」
と
い
い
ま
す
」
が
、
企

業
の
規
模
や
業
種
を
問
わ
ず
、
深
刻
な
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
が
令

和
６
年
３
月
に
公
表
し
た
最
新
の
「
職
場
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
実
態
調
査
」（
以
下
、

「
厚
労
省
調
査
」
と
い
い
ま
す
）
に
よ
れ
ば
、

過
去
３
年
間
に
勤
務
先
で
顧
客
な
ど
か
ら
の

STOP!

悪質クレー
マーから

社員を守れ
!

弁護士  野村  彩

教えます教えます

いますぐ検討するべき
「「会社の会社のカスハラカスハラ対策対策」」


